
1 
 

 

 

市内米軍施設の現況等について 

 

１ 令和４年６月９日以降の主な経過 

 

６月９日  基地対策特別委員会 

議題 １ 令和４年度の委員会運営方法について 

２ 市内米軍施設の現況等について 

 

６月10日  本市が「国の制度及び予算に関する提案・要望書」を発表 

【市内米軍施設の返還と跡地利用への支援】 

（外務省、財務省、国土交通省、防衛省） 

１ 市内米軍施設・区域の早期全面返還 

２ 跡地利用の具体化促進のための支援 

３ 根岸住宅地区の跡地利用への支援 

４ 米軍施設及び返還施設周辺の生活環境の維持・向上 

 

６月10日  防衛省南関東防衛局から「瑞穂ふ頭／横浜ノース・ドックに駐機していたオ

スプレイについて」駐機していた３機は横田基地所属であったこと等を本市

に連絡 

 

７月15日  防衛省南関東防衛局から「東富士演習場における米軍の訓練実施に伴う瑞穂

ふ頭／横浜ノース・ドックでの物資の搬出入について」本市に連絡 

 

７月20日  神奈川県基地関係県市連絡協議会の一員として、「米軍基地における有機フッ

素化合物（PFOS等）に関する要請」を国に提出 

 

８月９日  神奈川県基地関係県市連絡協議会（本市は副会長市）が「基地問題に関する

要望書」を国に提出 

〇重点要望項目 

 １ 米軍基地の整理・縮小・早期返還を推進されたい 

 ２ 厚木基地における航空機騒音を解消されたい 

 ３ 米国原子力艦の事故による原子力災害対策を強化充実されたい 

 ４ 日米地位協定の見直しを行うとともに、その運用について、適切な改善

を図られたい 

 ５ 住宅防音工事等、騒音対策の充実を図られたい 

 ６ 国による財政的措置及び各種支援策を充実されたい 

〇要望項目（横浜市関連） 

１ 米軍基地の整理・縮小・早期返還を推進するとともに、基地跡地利用の 

地元の意向尊重等を図られたい 

（１）根岸住宅地区 

（２）池子住宅地区及び海軍補助施設（横浜市域）の飛び地 

２ 日米地位協定の見直し行うとともに、その運用について、適切な改善を 

図られたい 

（１）瑞穂ふ頭／横浜ノース・ドックでの安全・安心への十分な配慮 

（２）根岸住宅地区での生活環境の維持向上 

構成：神奈川県、横浜市、相模原市、藤沢市、逗子市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市 

基地対策特別委員会資料 

令 和 ４ 年 ９ 月 2 1 日 
政 策 局 
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２ 市内米軍施設の現況 

本市は終戦後、最大時には 1,200 ﾍｸﾀｰﾙを超える広大な土地が接収されました。その後返還が進

み、神奈川県における在日米軍施設・区域の整理等に関する日米合意が行われた平成 16年には、

返還方針が合意された６施設・区域を含め、提供されていた施設は８施設 525 ﾍｸﾀｰﾙとなっていま

した。現在では更に返還が進み、提供中の市内米軍施設は４施設 150 ﾍｸﾀｰﾙとなっています。 

 
施設名 

[返還日] 

面積 

(ha) 

跡地利用検討の進捗状況等 

【担当局】 

平
成
１
６
年
の
返
還
方
針
合
意
施
設 

 

 

 

 

 

返 

還 

済 

 

375 

ha 

旧小柴貯油施設 

[H17.12.14] 

53 都市公園として整備中【環境創造】、令和３年 7月に「小

柴自然公園」として一部開園 

 

①旧富岡倉庫地区 

[H21.05.25] 

3 野積場は産業・研究機能等【政策】、物揚場は港湾利用【港

湾】として跡地利用を検討 

 

②旧深谷通信所 

[H26.06.30] 

77 ｢公園｣｢公園型墓園｣｢外周道路」の整備、災害時の防災機

能の充実、各施設の基本計画を検討【環境創造】【健康

福祉】【道路】、３施設計画間の総合調整【政策】 

旧上瀬谷通信施設 

[H27.06.30] 

242 ｢農業振興｣｢観光･賑わい｣｢物流｣｢公園･防災｣の４つにゾ

ーンを分け、土地区画整理事業や新たな交通の導入を検

討【都市整備】(一部は 2027年の国際園芸博会場を予定） 

 ③根岸住宅地区 

[R１.11.15共同

使用の日米合意] 

43 ｢文教｣｢住宅地等｣｢森林公園｣の３つにゾーンを分け、土

地区画整理事業を基本として事業化を検討、文教ゾーン

は市大医学部・附属２病院等の再整備を想定【政策】 

④池子住宅地区 

及び海軍補助施設 

(横浜市域) 

1 飛 び 地：地元の強い要望である災害時の避難場所と

して利用できるよう国と調整【政策】 

 

 

提 

供 

中 

 

150ha 

 

 36 飛び地以外：倉庫等として継続的に使用 

 

⑤鶴見貯油施設 18 在日米軍の航空機燃料を貯蔵、鉄道、自動車で横田基地

への供給施設として継続的に使用 

 

⑥瑞穂ふ頭/ 

横浜ノース･ドック 

52 港湾施設として物資の搬出入、貨物輸送等の拠点として

継続的に使用（令和３年度入港数 90隻） 

 
    
 

 

水 

域 

小柴 42 金沢区沖合半径 365.5mの円周によって囲まれ、合衆国船

舶の停泊及び積荷の積み卸しに使用 

瑞穂ふ頭/ 

横浜ノース･ドック 

11 米駐留軍の専用として、岸壁から約 30mの立ち入りを制

限（平成７年及び平成 21年に一部返還） 
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（１）跡地利用の取組 

① 旧富岡倉庫地区（返還年月日：平成21年５月25日） 

所在地 金沢区富岡東二丁目、鳥浜町 

面 積 

土 地：  28,988 ㎡ （国 有 100％） 

野積場 (24,156 ㎡) 

物揚場  ( 4,832 ㎡) 

これまでの経過 

平成 16.12 金沢区米軍施設建設・返還跡地対策協議会設立 

21.５ 全部返還 

23.７ 跡地利用基本計画策定 

26.12 野積場の一部及び隣接する市有地を活用して衛生研究所が 

開所 

取組状況 

(1) 物揚場の跡地利用検討 

港湾局が引き続き、臨海部の土地需要や隣接地に開業した商業施設

等との連携を含め、臨港地区にふさわしい土地利用の検討を進めてい

ます。 

(2) 野積場の跡地利用検討 

跡地利用基本計画を基に検討を進めながら、国有地の払下げ条件や

一時貸付状況、及び当該地を取り巻く状況なども踏まえ、様々な課題

への対応も視野に入れ、需要調査を実施するなど、幅広い視点で関係

区局とともに検討しています。 
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② 旧深谷通信所（返還年月日：平成26年６月30日） 

所在地 泉区和泉町、中田町 

面 積 土 地：773,747 ㎡（国 有 100％）    

これまでの経過 

平成 22.10 泉区深谷通信所返還対策協議会設立 

26.６ 全部返還 

26.９ 戸塚区深谷通信所返還対策協議会設立 

30.２ 跡地利用基本計画策定 

令和２.７ 環境影響評価計画段階配慮書手続 

  ３.９ 環境影響評価方法書手続 

取組状況 

(1) 跡地利用の事業化に向けた検討 

跡地利用基本計画に基づき、公園、公園型墓園、外周道路の事業化

に向け、３施設間の調整を進めます。 

これまでに環境影響評価の計画段階配慮書及び方法書の手続きを進

め、方法市長意見書が縦覧され、方法書の手続きまで完了しています。 

引き続き、環境影響評価や都市計画の手続きに向け、必要な図書の

作成等を行います。 

(2) 暫定利用の取組 

地域住民の利便性の確保を目的とした歩行者用通路の開放、防犯灯

の設置、少年野球、ゲートボールやサッカーなどに加え、地元の皆様

と協力しながら利用の枠組みを構築し、暫定利用しています。 

また、番線柵の修繕、防草シートの設置等を行いました。引き続き、

適切な維持管理をしていくとともに、財務省に対して、草刈や警備等

の適正な管理の実施を要請していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：泉区区民生活マップ（ 2009 年１月撮影） 

戸塚区 

泉区 
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（２）提供中施設の取組及び現況 

③ 根岸住宅地区（返還方針合意施設、令和元年11月共同使用） 

所在地 

中  区  簑沢、寺久保、塚越、大平町、山元町４・５丁目、大芝台、根岸台 

南  区  山谷、平楽 

磯子区  上町、下町、馬場町、坂下町 

面 積 

土 地：429,203 ㎡   国 有 272,700 ㎡ (63.5%) 

市 有   273 ㎡ ( 0.1%) 

民 有 156,231 ㎡ (36.4%) 

これまでの経過 

平成 24.３ 米軍根岸住宅地区返還・まちづくり協議会設立 

27.12 米軍関係の居住者がすべて退去 

30.11 共同使用について日米間で協議を開始することが合意 

令 和 元 .11 原状回復作業を実施するための共同使用について日米間で合意 

令和３.３ 跡地利用基本計画策定 

取組状況 

(1) 返還・土地引渡しに向けた動き 

令和２年６月より国が原状回復作業の一環として調査を開始しました。 

令和３年７月より国が建物等解体工事に着手しました。 

(2) 跡地利用の事業化に向けた検討 

土地所有者の方々に土地が引き渡された後、速やかに跡地利用ができる

ようにするため、令和３年３月に策定した「根岸住宅地区跡地利用基本計

画」に基づき、土地区画整理事業を基本として、土地所有者の合意形成や

事業化に向けた調査・検討を進めています。 

(3) 米軍施設に囲まれた土地に居住する方々の生活環境改善 

居住する方々の声を十分に聴き、国に伝えるとともに、本市としてでき

ることについて適切な対応を行います。 
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④ 池子住宅地区及び海軍補助施設（横浜市域）（飛び地は返還方針合意施設） 

所在地 金沢区 六浦町 

面 積 

土   地：367,590㎡  国有 364,664㎡ (99.2%) 

市有       6㎡ ( 0.0%) 

民有   2,920㎡ ( 0.8%) 

うち飛び地： 12,400 ㎡  国有  11,000㎡ (88.7%) 

民有   1,400㎡ (11.3%) 

※ 逗子市域を含む全体：2,884,341 ㎡ 

これまでの経過 

平成 16.10 日米合同委員会において､住宅等建設と飛び地の返還方針合意 

16.12 金沢区米軍施設建設・返還跡地対策協議会設立 

30.11 横浜市域における家族住宅等の建設の取り止めが合意 

取組状況 

・ 

現況 

(1) 飛び地 

地元要望でもある災害時の避難場所として、発災時に速やかに自由な

出入りができるなど、弾力的な運用が図れるよう米側と調整を進めるこ

とを国に求めていきます。 

なお、令和４年１月に、飛び地に避難する場合の手順等の確認訓練を

実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の再拡大により延期

となりました。 

引き続き、防災訓練の開催に向けて調整していきます。 

(2) 飛び地以外 

倉庫等として継続的に使用されています。 

管 理：在日米海軍横須賀基地司令部 
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⑤ 鶴見貯油施設 

所在地 鶴見区安善町 

面 積 土 地：183,784 ㎡（民有 100％） 

これまでの経過 

昭和27.11 民間石油会社の施設が米軍に提供 

54. 7 エリアⅡ内306号タンクに落雷し、火災が発生したが、市消

防局消防隊と米軍消防隊との共同活動により消火 

55. 5 消防局と在日米海軍との間で消防相互援助協約を締結 

60.11 消防相互援助協約改定 

令和２.12 「鶴見貯油施設における消防署に関する日米合同委員会の合

意について」日米合同委員会合意 

３.５ 「鶴見貯油施設に隣接する水域の一時使用について」日米合

同委員会合意 

現 況 

在日米海軍横須賀補給センター燃料部の出先として、横須賀市に所

在する貯油施設からタンカーで運ばれる航空機燃料を一旦貯蔵し、こ

こから鉄道、自動車で横田基地へ供給しています。 

なお、13 基（海側；エリアⅠ－４基、陸側；エリアⅡ－９基）のタ

ンクがあり、約 12万キロリットルの貯油能力があるといわれています。 

管 理：在日米海軍横須賀補給センター燃料部 
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⑥ 瑞穂ふ頭／横浜ノース・ドック 

所在地 神奈川区瑞穂町、鈴繫町、千若町 

面 積 

土 地：523,317 ㎡   国 有 425,826 ㎡ (81.4%) 

市 有   34,545 ㎡ ( 6.6%) 

民 有  62,946 ㎡ (12.0%) 

これまでの経過 

昭和 21.４ 貿易設備用地として昭和20年に埋立てが竣工したふ頭地区

と内陸側の郵便地区が接収 

平成 ９.９ 横浜冷蔵倉庫の返還に伴い、代替倉庫を提供 

12.７ 神奈川ミルクプラントの返還に伴い、代替冷蔵倉庫を提供 

21.３ 共同使用されていた臨港道路部分（土地 26,444 ㎡、水域約

2,500㎡）が返還 

令和３ .３ 軌条等と土地の一部（約 1,400㎡）が返還 

現 況 

(1) ふ頭地区 

大型・小型船舶用バース、野積場、

倉庫等があり、物資の搬出入や軍人・

軍属等の移動に伴う貨物輸送業務等が

行われています。 

また、陸上自衛隊が建物約 1,870㎡       

を共同使用しています。 

(2) 郵便地区 

極東からペルシャ湾に至る米海軍関係の郵便業務が行われています。 

管 理：在日米陸軍基地管理本部（ふ頭地区） 

在日米海軍横須賀基地司令部（郵便地区） 

【参考】最近の入港実績 

年度                       入港実績(隻) 

令和３年 90 

令和２年 75 

令和元年 78 

平成30年 104 

 

 

 

 

 

 

 

 


